
○　海岸漂着物分類基準表

【回収時のお願い】
・ 回収した漂着ごみは、大分類ごとに分別し、指定の場所にまとめて仮置きしてください。
・ 【要注意】危険物に分類される漂着物は、慎重に作業してください。危険を感じた場合は、回収を中止し、五島市生活環境課まで連絡してください。

その他ビン製品

【写真】

浮き類（ブイ）
海
　
　
岸
　
　
漂
　
　
着
　
　
物

発泡トレイ

ペットボトル

【大分類】 【小分類】

空き缶

ガラス類

【要注意】危険物

発泡スチロール類

廃プラスチック類

漁網・ロープ

流木

金属類

空き瓶

廃ポリタンク

医療系廃棄物

特定漁具

発泡スチロール

洗剤容器・レジ袋

一般漁具

漁網

ロープ

木材

※　無理に回収
しないでくださ

い。

ペットボトル

特定漁具

青色のものは鉛が含ま

れている可能性があり

ますので、危険です。注射

針がついている

ものがあります。

残薬の可能性

もあり危険です。

青色でハングル文字の表記が

あるものは特に危険です。

フタが締まっているものは開け

ないでください。

一般漁具

流木（木材）
空き缶 空き瓶 その他ビン製

漁網
ロープ

発泡スチロール
浮き類（ブイ）発泡トレイ


